
議案第46号

令和７年度福岡市モーターボート競走事業会計予算案

（総　　　　則）

第１条　令和７年度モーターボート競走事業会計の予算は、次に定めるところによる。

（業務の予定量）

第２条　業務の予定量は、次のとおりとする。

１．年間開催日数	 168日

２．年間舟券売上金額	 68,725,000千円

３．一日平均舟券売上金額	 409,077千円

４．開催事務受託売上金額	 6,144,000千円

５．場間場外発売事務受託売上金額	 14,350,000 千円

（収益的収入及び支出）

第３条　収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

収 入

第１款　　モーターボート競走事業収益	 75,733,314千円

第１項　　営　　業　　収　　益	 75,683,678千円

第２項　　営　業　外　収　益	 49,636千円

支 出

第１款　　モーターボート競走事業費用	 71,928,258千円

第１項　　営　　業　　費　　用	 71,915,070千円

第２項　　営　業　外　費　用	 12,188千円

第３項　　予　　　　備　　　　費	 1,000千円

（資本的収入及び支出）

第４条　資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。（資本的収入額が資本的

支出額に対し不足する額9,052,517千円は、損益勘定留保資金等で補てんするものとする。）
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収 入

第１款　　資 　 本 　 的 　 収 　 入	 −	千円

支 出

第１款　　資 　 本 　 的 　 支 　 出	 9,052,517千円

第１項　　建　設　改　良　費	 5,051,517千円

第２項　　利 益 剰 余 金 繰 出 金	 4,000,000千円

第３項　　予　　　　備　　　　費	 1,000千円

（債務負担行為）

第５条　債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額は、次のとおりと定める。

事 項 期 間 限 度 額

本 場 等 施 設 整 備 事 業 令 和 ８ 年 度 	 347,677

（予定支出の各項の経費の金額の流用）

第６条　予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

⑴　消費税及び地方消費税に不足が生じた場合における営業費用及び営業外費用の間の流用

（利益剰余金の処分）

第７条　繰越及び当年度利益剰余金のうち4,000,000千円は、次のとおり処分するものと定める。

⑴　一般会計繰出金	 4,000,000千円

令和７年２月21日提出

福 岡 市 長　　髙　島　宗一郎

千円
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